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第１５号議案 

 
江

戸

川

区

立

区

民

館

条

例

（

昭

和

四

十

二

年

七

月

江

戸

川

区

条

例

第

二

十

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

    
 

 

付

 

則

 

 

別

表

二

江

戸

川

区

立

東

部

区

民

館

の

部

㈡

の

表

集

会

室

（

い

ち

よ

う

）

の

項

の

次

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。
 

 
 

 

江

戸

川

区

立

区

民

館

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

集

会

室

（

つ

つ

じ

）
 

集

会

室

（

り

ん

ど

う

）

 

四

〇

〇

円

 

六

〇

〇

円

 

１

 

こ

の

条

例

は

、

平

成

二

十

三

年

九

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

次

項

の

規

定

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

２

 

江

戸

川

区

立

東

部

区

民

館

の

集

会

室

（

り

ん

ど

う

）

及

び

集

会

室

（

つ

つ

じ

）

の

利

用

手

続

そ

の

他

利

用

の

た

め

の

必

要

な

準

備

は

、

こ

の

条

例

の

施

行

の

日

前

に

お

い

て

も

行

う

こ

と

が

で

き

る

。

 

 

別

表

二

江

戸

川

区

立

東

部

区

民

館

の

部

㈡

の

表

集

会

室

（

さ

く

ら

）

の

項

を

削

る

。

 

   



第１５号議案 

（

説

明

）

 

 
江

戸

川

区

立

東

部

区

民

館

に

集

会

室

（

り

ん

ど

う

）

及

び

集

会

室

（

つ

つ

じ

）

を

設

置

し

、

当

該

使

用

料

を

定

め

る

等

規

定

を

整

備

す

る

必

要

が

あ

る

の

で

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 

 


